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【抄録】

近年，大学における地域との連携活動が重要視されるようになった背景には，社会・経済環境

の変化のほか，国の政策の影響が挙げられる。政策・制度面では，教育基本法の全面改正（2006

年）以降，大学の使命（役割）として，従来の研究・教育活動に加えて社会貢献が明確化された

ことにより，大学における地域連携の取組みを促す多様な政策が展開されている。今日，各地の

大学では広範多岐にわたる地域連携活動が実施されるようになったが，リソースの不足，大学と

地域間のミスマッチなど様々な課題にも直面している。本稿では，地域連携活動における特徴と

課題を検討したうえで，大学と地域間の互酬的な関係の確立，持続可能な地域連携活動と教育・

研究活動との相乗効果の必要性などを強調する。
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はじめに

本稿の目的は，大学における地域連携活動の取組みの背景にある政策・制度の展開，現状と課

題を検討したうえで，今後の展望を考察することにある。

大学と地域との関係は，両者を取り巻く環境の変化を受け，比較的希薄な関係であった時代を

経て，お互いを重要なアクターとして認識する時代となった（1）。近年，大学と地域の連携活動が

進展した背景には様々な事情があり，大学側からみると，高等教育改革に関連する国の政策・制

度において，大学の使命として従来の「研究」「教育」に加えて「地域貢献（知の還元）」を強調

する方向性を打ち出した影響が挙げられる（2）。また，大学を取り巻く近年の社会・経済環境の変

化（成熟社会，低成長，18 歳人口の減少，国立大学の法人化，国からの予算・助成金の減少な

ど）を受け，大学が改めて自らの存在意義を再考せざるを得なくなった事情も指摘される（3）。

地域の側からみると，一連の地方分権改革が実行されるなかで「地域のことは地域で決める地

域主権」や，地域に所在する多様な主体のネットワークによるガバナンス（「協治」）や「協働」

などの概念が浸透するようになり，大学がローカル・ガバナンスにおける協働のパートナーとし

て重視されたことも，大学と地域の連携強化が進んだ要因とされる（4）。この他，人口構造の変化

（少子高齢化社会における課題解決の必要性），地域経済の変化（産業の空洞化，中心市街地の衰



退など地域経済の苦境，地域経済活性化に向けた研究機関としての大学の役割），などの要因も

挙げられる（5）。

以下，第 1節では，大学の地域連携事業に関わる政策・制度の経緯と内容を検討する。また，

第 2節では，大学における地域連携活動の進展状況を検討するとともに，第 3節では，大学にお

ける地域連携事業の特徴と課題を分析し，今後の展望を試みることとしたい。

1．大学の地域連携事業に関わる政策・制度の展開

近年における大学の地域連携の取組みに影響を及ぼした主要な国の政策・制度を概観すると，

その嚆矢となる政策文書として中央教育審議会の答申「我が国の高等教育の将来像」（2005 年 1

月）が挙げられる。同答申では，「大学は教育と研究を本来的な使命としているが，同時に，大

学に期待される役割も変化しつつあり，現在においては，大学の社会貢献（地域社会・経済社

会・国際社会等，広い意味での社会全体の発展への寄与）の重要性が強調されるようになってき

ている。当然のことながら，教育や研究それ自体が長期的観点からの社会貢献であるが，近年で

は，国際協力，公開講座や産学官連携等を通じた，より直接的な貢献も求められるようになって

おり，こうした社会貢献の役割を，言わば大学の「第三の使命」としてとらえていくべき時代と

なっている」との認識を示したうえで，大学の有する機能として，①世界的研究・教育拠点，②

高度専門職業人養成，③幅広い職業人養成，④総合的教養教育，⑤特定の専門的分野（芸術，体

育等）の教育・研究，⑥地域の生涯学習機会の拠点，⑦社会貢献機能（地域貢献，産学官連携，

国際交流等）の 7つの類型を提示した（6）。

この後，2006 年 12 月に全面改正された教育基本法では，第 7条第 1項において「大学は，学

術の中心として，高い教養と専門的能力を培うとともに，真理を探究して新たな知見を創造し，

この成果を広く社会に提供することにより，社会の発展に寄与するものとする」と規定するとと

もに，2007 年 6 月に改正された学校教育法では，第 83 条第 2項の条文において「大学はその目

的を実現するための教育研究を行い，その成果を広く社会に提供することにより，社会の発展に

寄与するものとする」と規定したことにより，法制度上，大学の社会貢献機能がより明確化され

ることとなった（7）。

その後の展開をみると，全面改正後の教育基本法に基づき策定された第 1期教育振興基本計画

（2008 年策定：計画期間 2008～2012 年度）では，大学の社会貢献機能に関し，「教養と専門性を

備えた知性豊かな人間を養成し，社会の発展を支える」との基本的方向を示したうえで，「国公

私立大学等の連携等を通じた地域振興のための取組などの社会貢献を支援する」ため，「地域社

会においてニーズの高い教育や，地域の活性化等の社会貢献のため，国公私の大学等の協同で行

う取組を支援する等，各大学等がそれぞれの特色を活かして行う地域振興に貢献する取組を促

す」施策の必要性を提起している（8）。
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また，第 2期教育振興基本計画（2013 年策定：計画期間 2013～2017 年度）では，基本的方向

性 4「絆づくりと活力あるコミュニティの形成」において「互助・共助による活力あるコミュニ

ティの形成」という成果目標を掲げ，高等教育・生涯学習関係では，①大学における地域企業や

官公庁と連携した教育プログラムの実施数の増加，②地域の企業等（同一県内企業又は地方公共

団体）との共同研究数の増加，③地域課題解決のための教育プログラム（短期プログラム，履修

証明等）の増加，④震災ボランティアを含めた地域における学生ボランティアに対する大学等の

支援状況の向上，⑤地域に向けた公開講座数や大学開放（体育館，図書館等）の状況の向上など

の成果指標を提示した。また同計画では，大学などの「高等教育機関が有する様々な資源を活用

して，地域が直面している様々な課題解決に取り組むことにより，教育研究機能の向上に資する

とともに，地域の活性化にもつながる」との基本的考え方を示し，「地域社会の中核となる高等

教育機関（COC 構想）」の推進を提起した（9）。

このような政策提言・法制度の趣旨・目的を具体化する取組みの一環として，文部科学省で

は，2013 年度より「自治体と連携し，全学的に地域を志向した教育・研究・社会貢献を進める

大学等を支援することで，課題解決に資する様々な人材や情報・技術が集まる，地域コミュニテ

ィの中核的存在としての大学の機能強化を図ることを目的」とする「地（知）の拠点整備事業」

（大学 COC 事業）を実施した（10）。この「地（知）の拠点整備事業」は，2015 年度より「地方公

共団体や企業等と協働して，学生にとって魅力ある就職先の創出をするとともに，その地域が求

める人材を養成するために必要な教育カリキュラムの改革を断行する大学の取組を支援すること

で，地方創生の中心となる「ひと」の地方への集積を目的」とする「地（知）の拠点大学による

地方創生推進事業」（大学 COC＋事業）へと名称を変更し，新たな取組みが実施された（11）（大

学 COC 事業及び大学 COC＋事業の概要に関し図表 1を参照）。

図表 1 「地（知）の拠点整備事業」「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業」の概要

（出典）文部科学省「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC＋）事業説明会
資料」（2015 年 1 月 30 日）。
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以上にみた国の政策展開と制度改正は，大学の社会貢献機能の中でも地域貢献機能（具体的に

は地域活性化）を強化する方向性を示すものである。例えば都市再生の分野では，内閣官房都市

再生本部が「大学をまちづくりの重要なパートナーと位置づけ，地方公共団体や住民．NPO な

どとの多面的な連携協働を進め，都市再生の一層の推進を図る」ため，①大学と地域との連携の

強化によるまちづくりの取組の推進，②実践的な社会人教育の推進や社会活動への参加促進，③

学生・外国人研究者等のための環境整備や市民とのふれあい・交流促進，④市民に開かれた大

学，連続した緑地の確保等まちづくりと調和した大学キャンパスの形成，⑤まちづくりへの取組

に当たっての大学と地域との連携を促進するための体制整備などを内容とする「大学と地域の連

携協働による都市再生の推進」（都市再生プロジェクト（第 10 次決定））を公表している（2005

年 12 月）（12）。

また，総務省では，地域力の創造・地方の再生を目的とする政策の一環として，「大学生と大

学教員が地域の現場に入り，地域の住民や NPO 等とともに，地域の課題解決又は地域づくりに

継続的に取り組み，地域の活性化及び地域の人材育成に資する」ことを目指した「「域学連携」

地域づくり活動」を実施している（13）。活動事例としては，①地域資源発掘，地域振興プランづ

くり，地域マップづくり，地域の教科書づくり，②地域課題解決に向けた実態調査，③地域ブラ

ンドづくり，地域商品開発，プロモーション，④商店街活性化策検討，アンテナショップ開設，

⑤観光ガイド実践，海外観光客向けガイドブックづくり，⑥環境保全活動，まちなかアート実

践，子ども地域塾運営，高齢者健康教室運営などが挙げられており，「域学連携」地域活力創出

モデル実証事業（2012 年度）と「域学連携」実践拠点形成モデル実証事業（2013 年度）がそれ

ぞれ実施された。

この他，中央教育審議会の「2040 年に向けた高等教育のグランドデザイン（答申）」（2018 年

11 月）においても，複数の大学等と地方公共団体，産業界等とが恒常的に対話し，連携を行う

ための体制として「地域連携プラットフォーム（仮称）」の構築が提言されており（14），この提言

を受け文部科学省では，各地域において，大学等，地方公共団体，産業界等が連携し，地域社会

のビジョンや高等教育を取り巻く現状と将来像について共有・理解を図り，お互いの立場を越え

て恒常的に議論を交わすことができるプラットフォームの構築が図られるよう，各地域における

検討の参考となるガイドラインを策定している（15）。

なお，地方創生の取組みでは，地域における大学振興・若者雇用創出のための交付金制度など

を主な内容とする「地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就

業の促進に関する法律」が制定（2018 年 6 月）されるとともに，「まち・ひと・しごと創生基本

方針 2020」（2020 年 7 月 17 日閣議決定）において，「魅力的な地方大学の実現，地域の雇用の創

出・拡充により，若者の地方への定着を推進」することが明記された（16）。

その他具体的施策としては，文部科学省が 2020 年度より「大学による地方創生人材教育プロ

グラム構築事業（COC＋R）」を実施している。これは，地域の知の拠点としての大学が，他の
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大学や地方公共団体，地域の企業などと協働し，地域が求める人材を養成するための教育改革を

実行し，併せて出口（就職先）と一体となった教育プログラムを実施することにより，学卒者の

地元定着と地域活性化を推進する取組みである（17）。

以上の大学における地域連携の取組みに影響を及ぼした主な国の政策・制度の経緯をみると，

「地域貢献（知の還元）」の文脈において，知識基盤社会の時代における（地域）社会に開かれた

高等教育の実現に始まり，地域課題の解決に取り組む産官学連携のプラットフォームの形成，地

方創生策の一環としての地域雇用政策（若者の雇用機会の創出，地元定着など）に至るまで，そ

の政策目的を多様化する傾向にある（18）。

2．大学における地域連携活動の進展と取組み内容

次に，大学における地域連携の進展の経緯と活動の具体的な取組み内容について概観する。ま

ず，大学における地域連携活動の進展の経緯をみると，内閣官房都市再生本部による基礎自治体

（市区町村）を対象とした調査（2007 年）によれば，大学との連携事業を「現在行っている」と

回答した自治体は 371（43.3％），大学と連携に関する協定を締結した自治体は 542（回答自治体

の 63.3％）となっていた（19）。また，大学と連携に関する協定を新たに締結した自治体の数の推

移は図表 2の通りであり，2002～2006 年頃に大学と基礎自治体との連携事業が急速に進んだ状

況が示されている。

図表 2 大学と連携に関する協定を新たに締結した自治体の数

（出典）草津市草津未来研究所「大学と地域の連携に関する調査研究報告書－大学の
ある都市としての優位性を活かすために－」（2016 年 3 月）5頁（図 1-2）。内
閣官房都市再生本部資料に基づき作成された図表。
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また，神奈川県政策局政策部科学技術・大学連携課による広域自治体（都道府県）と大学との

連携活動に関する調査では，近年，①都道府県が設置する委員会等への地元大学の教員等の参

加，②連携協定等の締結，③地域の政策課題等に関する大学との共同研究・委託研究事業の推進

などの取組みが活発化しており，2002 年以降，連携協定の締結数が急増していることが示され

ている（20）。

次に，大学の機能開放の文脈から地域連携活動の取組み内容をみると．その活動は，①正課教

育の開放（学部・大学院の社会人の受け入れ，学部・大学院の昼夜開講制，科目等履修生の受け

入れ，学部の夜間主コース・夜間大学院，学部・大学院における通信課程），②機能的開放（大

学公開講座，地域社会に対する研究成果の情報提供），③人材提供事業（学外の審議会・委員会

における教員の活動，学外の講演会・講習会・研修会等における教員の講師活動），④施設開放

（学内図書館・スポーツ施設等の一般開放），⑤受託，共同研究（学外組織との受託・共同研究）

のカテゴリーに分けられる（21）。これらを整理すると，地域連携の活動分野としては，受託研究，

共同研究，ライセンシング，大学発ベンチャー，学術指導・技術相談，シンクタンク，サイエン

スパーク，研究成果公開，アウトリーチ活動，市民向けの公開講座，社会人学生の受け入れ，専

門人材の育成，審議会委員会活動，学外講演，行政計画参加，専門家派遣，図書館開放，スポー

ツ施設開放，文化施設開放などの分野が挙げられ，広範多岐にわたる活動がなされていることが

理解される（22）。

また，大学における地域連携活動の実施状況をみると，文部科学省科学技術・学術政策研究所

の全国の高等教育機関（大学・短期大学・高等専門学校）を対象とした調査（「高等教育機関

（大学・短期大学・高等専門学校）における社会・地域貢献活動」）によれば，大学などが実施す

る社会・地域貢献の活動内容では「公開講座の開催」が最も多く（92.5％），続いて「学外の講

演会・社会教育事業への講師派遣」（83.9％），「社会・地域問題への対処や地域活性化活動への

教職員・学生の参画」（74.9％）の順で取組みがなされている（図表 3）（23）。

図表 3 社会・地域貢献の取組

※複数回答。「一番注力しているもの」は単一回答。
（出典）野澤一博（2014）「高等教育機関（大学・短期大学・高等専門学校）における社会・地

域貢献活動」文部科学省科学技術・学術政策研究所『調査資料 230』概要（図表 0-1）。
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なお，大学等の地域連携の主な活動地域の範囲については，「学校や学校関連施設の立地する

市区町村及び近接する市区町村を中心に実施」（37.8％）の回答が最も多く，次いで「立地する

市区町村を中心に実施」（27.2％）の回答が多い状況にあり，学校所在地及び近隣市町村地域に

おける地域連携活動が中心になっていることが窺われる（24）。

この他，文部科学省委託調査「平成 29 年度開かれた大学づくりに関する調査研究」に基づく

地域社会に対する大学の貢献の取組み実態においても，「公開講座を実施すること」（97.1％），

「教員を外部での講座講師や助言者，各種委員として派遣すること」（91.8％），「社会人入学者を

受け入れること」（87.5％），「学生の地域貢献活動を推進すること」（85.3％）の回答割合が高い

ことが示されている（図表 4）（25）。

図表 4 実際に取り組んでいる項目（n＝646 複数回答）

※1 社会人の学び直し：公開講座や正規授業等を通して実施され，主に「受講者が，現在の仕事・職
業や今後の就職や転職などに役立つ専門知識や能力を身につける」「受講者個人の仕事に関する今
後のキャリア形成に資する」ことを目的とする取組。

※2 人材認証制度：一定の学習や活動を経た人材の能力，経験等を客観的に証明するような仕組み。
例えば，○○支援士，○○学習士，○○コーディネーター，○○マイスター等の称号・呼称の付
与のほか，講座受講による修了証の交付 等の仕組みまでを広く対象とする。ただし，法令に根
拠のある資格やある時点における知識・技能の到達度だけを認定する 検定試験は含まない。

※3 大学における地域企業や官公庁と連携した教育プログラム：公開講座等の生涯学習の推進を目的
とした教育プログラムの他，学生向けの教育プログラムも含む。

※ 無回答の学校を母数から除外している場合があるため，n の値が異なることがある。
（出典）文部科学省「平成 29 年度開かれた大学づくりに関する調査研究【調査報告書】（1）」株式会社

リベルタス・コンサルティング（2018 年 3 月）8頁（図表 4）。
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以上，大学における地域連携活動の進展の経緯をみると，高等教育分野における国の政策・制

度（国立大学の法人化，中央教育審議会の答申「我が国の高等教育の将来像」，教育基本法の改

正，大学 COC 事業・大学 COC＋事業など）の展開，地方分権改革，近年の様々な地域活性化

策（地方創生など）の影響を受けていることが窺われる（26）。また，地域連携の具体的な取組み

内容に関しては，大学の機能開放の一環として従前より行われていた諸活動（公開講座の開催，

学外の講演会・社会教育事業への講師派遣など）を基盤としつつ，「社会・地域問題への対処や

地域活性化活動への教職員・学生の参画」などより直接的に地域課題に対処する取り組みにも重

点が置かれていることが指摘されている（27）。

3．大学における地域連携事業の課題

大学の役割（使命）として地域連携の取組みが定着しつつあるなか，活動の実施に際しては

様々な課題も指摘されている。例えば，前節で取り上げた調査（文部科学省科学技術・学術政策

研究所「高等教育機関（大学・短期大学・高等専門学校）における社会・地域貢献活動」）では，

社会・地域貢献活動において直面する課題に関し，「職員が不足している」（48.7％），「充分な収

入や外部資金を確保できない」（46.5％），「教員が不足している」（45.4％）などの問題点が挙げ

られている（28）。また，文部科学省委託調査「平成 29 年度開かれた大学づくりに関する調査研

究」では，地域連携における課題として「大学側の人手・人材が不足している」（81.6％），「連

携のための予算が確保できない」（39.5％），「地域との連携の意義が学内に浸透していない」

（38.6％）の回答が多い（29）。

今日，大学における地域連携の取組みは，所在する地域，設置主体，歴史的経緯，専門領域な

どの特色を活かした多様な展開がみられるところであるが，その取組みは，①産学官連携（大

学・企業・行政の連携を通じた技術・研究開発，イノベーションによる経済の活性化），②産学

連携（大学と企業との連携による技術・研究開発，イノベーション），③学学連携（大学間の連

携による専門研究者の共同研究の推進），④域学連携（大学と地域との連携による地域課題の専

門的解決），⑤社会連携（大学と社会との連携，社会課題の解決と社会の活性化），⑥地域連携

（大学と地域社会との連携を通じた地域課題の解決）の類型に分類されることがある（30）。

このような類型のうち，広義の地域連携活動の範囲には，④⑤⑥の域学連携・社会連携・地域

連携の類型が該当するものと考えられるが，その活動の表出類型には，①ボランティア型，②意

見提案型，③産学連携型の 3類型が認められ，それぞれの類型が何らかのリスクや課題を抱えて

いるという（31）。まず，①ボランティア型では，活動に参加する学生が安価な労働力とみなされ

るリスク（地域社会の側からみた場合，学生が退出した場合の自立化のリスク）や，学生の活動

が社会経験程度のレベルにとどまるおそれがあるなどの課題が指摘される。また，②意見提案型

の場合は，学生（若者）の感性や行動力のみに期待を寄せ，研究・教育活動上の専門性が等閑視
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されるリスクがある。そして，③の産学連携型においても，大学が提供できる専門的な研究分野

と地域社会の側が求める課題の対象領域にミスマッチが生じるおそれがある。そのためこのよう

なリスクを避けるためには，①地域社会への正確な情報提供（大学が有する知的資産の把握，学

外への継続的な情報発信など），②地域社会の特性や課題の把握，③高等教育機関としての役割

の再確認などが必要となる（32）。

また，現場（地域）の要望に関し大学側が具体的な解決策を示さないことに対する「地域の不

満」と，大学と連携すれば何とかなると考える地域の要望に応えきれない「大学の不安」という

問題の構図も指摘されている（33）。この点，大学の社会（地域）連携活動の類型を，①交流型，

②価値発見型，③課題解決型実践型，④知識共有型に分類した場合，①の取組みでは学生が住民

とともに地域活動（イベントなど）に取り組むことによりマンパワーの提供が期待される反面，

活動のマンネリ化による交流疲れなどの問題が生じやすいとされる（34）。また，②の取組みでは，

地域外部からの視点に基づく地域資源の見直しなどの効果が期待されるが，価値の発見にとどま

り課題の解決や創造的な発展に繋げることが難しいなどの指摘があり，③④の取組みにおいて

も，時間や資金の確保の問題や，地域のニーズと大学の持つ専門知識とのマッチングの問題など

が挙げられている（35）。

以上にみた地域連携活動において生じ得る課題は直ちに解決できるものではないが，大学等の

高等教育機関が直面する資金面の問題に関しては，地域連携（及び地方創生）を重要な政策課題

として掲げる国・都道府県・市町村の支援が今後も必要とされる（36）。また，人材面における問

題に関しては，地域社会における大学の社会連携活動の取組みを戦略的に構築できるような専門

的な知識を有するマネジメント人材の育成と確保も重要な課題となる（37）。この他，「地域の不

満」と「大学の不安」という問題の構図を解決していくためには，資金の獲得やマネジメント人

材の確保などの環境整備に努めるだけでなく，地域連携活動で達成すべき目標や戦略を改めて明

確化し，大学からの知識提供と地域からの情報収集を双方向に共有できる関係を構築することも

必要とされる（38）。

おわりに

今後の地域連携活動のあり方に関しては，活動を単体の取組みとみなすのではなく大学の研

究・教育活動に繋がるシステムとして捉える必要性も指摘されている（39）。大学が担うべき 3つ

の機能（教育・研究活動・地域連携活動を含む地域貢献）をめぐる議論に立ち返れば，これらの

機能を相乗的に捉えることで，「社会連携を避けた現状では教育や研究をこれまで以上に活性化

し深化させることはできない」として，「地域社会との連携・協働，産学官連携，国際交流など

を推進してはじめて有用な人材が育ち，有意義な研究」が可能になると考える視点も求められ

る（40）。
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また，地域連携活動における大学と地域との関係の在り方を考える場合，役務の提供者として

の大学と受益者としての地域として位置付けるのではなく，双方が互酬的な関係にあることを前

提としなければ長続きする活動は困難とされる（41）。この点，大学には地域社会を構成する主要

なアクターとして，持続可能な地域連携活動と教育・研究活動との相乗効果を生み出し，地域の

魅力の向上と発展にこれまで以上に主体的に関わることも必要とされている。

地域社会のアクターとしての大学が取り組む地域連携活動は今後も重視される傾向にあるもの

と見込まれるが，他方では学外からの大学に対する見方には過剰な期待や誤解があることも否め

ない。この点，地域において「「大学の役割」を議論する際の「素朴な信念」」は，「地域で何か

していれば内容の質を吟味しない」という形骸化の危険性も指摘される（42）。今後の大学におけ

る地域連携活動では，高等教育機関としての大学本来の使命に立ち返りつつ，学内外の様々な変

化に対応した適時適切な取組みが必要となる。
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